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卒業の認定に関する方針 

卒業認定の方針は、学則第１条の目的により学校教育法に基づき、専門的知識及び技術を

教授することにより、広く社会人としての教養と応用力身に付け、実務に優れ、社会性国

際感覚に富み、科学的に思考し得る有能な人材になるために必要な本校の教育課程を全

て履修し、目的に沿った成長が認められる者について卒業を認定する。 

卒業の認定は、学則の教育課程に掲載している全科目の単位を取得していること、学費が

全額納入されていること、本校の学生としての本分を全うしたと認められる者に対して、

職員会議で決定される。各科目の単位取得は、期末試験の合格が必要であり、授業科目ご

との出席率が９０％以上でないと試験は受けられないため、授業への出席も義務付けら

れている。（出席率９０％未満の科目は補講が必要）また、成績評価がＤの場合は進級・

卒業が出来ない。卒業年度の２月に行われる各学科の卒業認定会議において、学費の納入

状況、単位の取得状況、その他特別な問題が無いかを検討し、卒業の認定に関する方針や

学生の修得単位数等を踏まえ卒業を認定している。 

 

 


